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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水晶振動素子がベース基板に設けられた凹部内に載置されており、該凹部の開口部を覆
うように蓋体を被せて該水晶振動素子を封止した構成の水晶振動子において、
　該水晶振動素子は、該ベース基板の該凹部内に設けられた金属パターン上に載置されて
おり、
　該蓋体は、樹脂フィルムと金属膜とを備えており、
　該金属膜は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、錫（Ｓｎ）、金錫（ＡｕＳｎ）、銀
ロウのいずれかから成り且つ該樹脂フィルムの表面に形成されており、
　該金属膜の下地材料が、ニッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、または
それらの合金のいずれかであり且つ該下地材料の厚みが３０オングストローム以上、３０
０オングストローム以下であり、
　該ベース基板の該凹部の開口部上縁封止面に形成された金属膜部と、該蓋体に設けられ
た該金属膜とが接合され封止されていることを特徴とする水晶振動子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水晶振動子容器と樹脂フィルム表面に金属膜が形成された蓋体が接合されて一
体成形された、低背化が可能な生産性の高い水晶振動子に関する。
【背景技術】



(2) JP 4986545 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【０００２】
従来の水晶振動子や水晶発振器といった電子部品は、開口部を有して底の有る空間を形成
した個々の容器内底部側の絶縁された基板上に、水晶振動子や集積回路などの電子部品を
搭載し、その容器開口部に一般的には金属から成るリッドが被せられ気密封止されていた
。
【０００３】
　　　　しかしながら、一方、最近の傾向では通信分野の伝送系装置等を中核として、そ
の搭載部品についての非常に急激な市場からの小型化や低背化、更に加えて軽量化や低価
格化の要求があり、水晶振動子や水晶発振器といった電子部品に関しても、その内部に水
晶素板や集積回路部品を気密封止しながら、その外形サイズは、例えば２．５ｍｍ×２．
０ｍｍといったように非常に小型のものと成って来ている。
【０００４】
　　　　小型表面実装型の振動子のパッケージはセラミックス、ガラス、金属、樹脂など
が用いられ、パッケージの精度が要求されるものには、耐湿度性、気密性の良いセラミッ
ク、金属、ガラスが使用され、樹脂パッケージは吸湿性と気密性から比較的安定性に余裕
のある一般民生品に使用される。一方、昨今、携帯端末の用途は、例えばＩＣタグ、ＴＶ
、ＧＰＳ，ＨＤＤなど拡大を続けその用途も増え続けており、機能を満足させるためにＧ
ＰＳモジュール、ＨＤＤモジュール、チューナーモジュール等、先述の携帯端末に搭載さ
れる機能部品も増加する傾向にあるが、端末機器自体の大きさに制約があるために、ここ
でも精度、気密性、耐湿性は従来のレヴェルを維持しつつ搭載される部品に対する小型低
背化の要求は更に強くなっている。例えば、モジュール基板内に埋め込むことが出来るよ
うな高さ要求も出て来ているのが実際である。従来の特許文献には以下のものがある。
【０００５】
【特許文献１】特開平０９－３２６６５７号公報
【特許文献２】特開２００１－２４４７６７号公報
【特許文献３】特開２００５－１７５３４５号公報
【０００６】
　　　　なお、出願人は前記した先行技術文献情報で特定される先行技術文献以外には、
本発明に関連する先行技術文献を本件出願時までに発見するに至らなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　　　　容器の精度、気密性、耐湿性のどれも満足させるためには、ガラス、セラミック
、金属といった無機系の材料を容器に使用することが一般的だが、低背化を実現するには
、製品である電子部品の底部基板、及び蓋体の厚みをより薄くする必要がある。しかしな
がら、セラミックから成る基板を有する部品には蓋体に金属リッドを用いることが多く、
この場合、セラミックと金属リッドの熱膨張係数の違いによって、金属リッドの容器への
溶接・封止時には過剰な熱ストレスが加わり、その結果、歪が残留して十分な容器強度を
保つことが出来ず、更なる低背化は困難となるおそれがあった。
【０００８】
本発明は上記の課題を解決するものであり、従ってその目的は、水晶振動子容器と、樹脂
フィルム表面に金属膜が形成された蓋体が接合されて一体成形された、低背化が可能な生
産性の高い水晶振動子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明は、水晶振動素子がベース基板に設けられた凹部
内に載置されており、該凹部の開口部を覆うように蓋体を被せて該水晶振動素子を封止し
た構成の水晶振動子において、該水晶振動素子は、該ベース基板の該凹部内に設けられた
金属パターン上に載置されており、該蓋体は、樹脂フィルムと金属膜とを備えており、該
金属膜は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、錫（Ｓｎ）、金錫（ＡｕＳｎ）、銀ロウ



(3) JP 4986545 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

のいずれかから成り且つ該樹脂フィルムの表面に形成されており、該金属膜の下地材料が
、ニッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、またはそれらの合金のいずれか
であり且つ該下地材料の厚みが３０オングストローム以上、３００オングストローム以下
であり、該ベース基板の該凹部の開口部上縁封止面に形成された金属膜部と、該蓋体に設
けられた該金属膜とが接合され封止されていることを特徴とする。
【００１２】
　　　　また、蓋体の金属膜がアルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、
錫（Ｓｎ）、金錫（ＡｕＳｎ）、銀ロウのいずれか、またはＳｉ、Ｓｉ０２より成ること
を特徴とする。
【００１３】
　　　　また、蓋体の基材である樹脂フィルム上に成膜される金属膜の下地材料としてニ
ッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、またはそれら合金のいずれかが３０
オングストローム以上、３００オングストローム以下の厚みで成膜されていることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　　　　本発明によれば、蓋体にガラスの膨張係数に近い樹脂基材が用いられていること
により、蓋体厚みを従来に比べて著しく薄いものとすることが出来、また、封止の際の歪
の発生を解消し、その結果、小型・低背化を実現し、十分な信頼性を有する水晶振動子を
得ることが出来、また、蓋体が個片、またはシート状であることに関わらず安定した封止
が可能と成る。
【００１７】
　　　　また、樹脂を基材とする蓋体表面には金属膜が形成されているために、従来の樹
脂のみからなる場合は成し得なかった、金属製の蓋体と同等の気密性、及び耐湿性を有し
ながら、著しく低背型の水晶振動子を得ることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　　　　以下に図面を参照しながら本発明の実施の一形態について説明する。なお、各図
においての同一の符号は同じ対象を示すものとする。また、それぞれの図においては、本
発明を理解し易くするためにデフォルメされた形で図示されている。
【実施例１】
【００１９】
図１は本発明の水晶振動子６をその側面方向からみた概略の側面断面模式図である。即ち
、ベース基板４の金属パターン７上に水晶振動素子１が載置され、水晶振動素子１が封止
される第二の部材５には樹脂フィルム表面８に金属膜９が成膜された蓋体１０が用いられ
ており、先述のベース基板４の個々の凹部開口部上縁封止面１１に形成された金属膜部１
２と蓋体表面の金属膜９とが接合され、結果的に水晶振動子６が封止されているものであ
る。また、第一の部材３はセラミック、ガラス、Ｓｉ、ＳｉＯ２のいずれかが使用され、
蓋体１０の厚みは０．００５ミリメートル以上、０．１ミリメートル以下である。本実施
例の蓋体１０の樹脂基材には、厚さ０．０１２ミリのアラミド樹脂フィルムが用いられ、
この蓋体１０の樹脂基材表面に成膜される金属膜９の金属にはアルミニウム（Ａｌ）、ニ
ッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、錫（Ｓｎ）、金錫（ＡｕＳｎ）、銀ロウ、またはＳｉ、Ｓ
ｉＯ２といった材料を用いることが出来、また、その成膜の方法にはスパッタリング、蒸
着、クラッドといった方法を用いることが出来る。また、蓋体の樹脂基材表面に成膜され
た金属膜９と水晶振動子１容器の凹部開口部上縁封止面１１に形成された金属膜部１２が
接合されており、水晶振動子６は超音波（Ｕｌｔｒａ　Ｓｏｎｉｃ）接合、熱融着接合、
加熱圧着接合、陽極接合、または、高周波加熱接合といった接合が用いられる。　また、
図１中には示されていないが、蓋体の基材である樹脂フィルム上の最上層に成膜される金
属膜９の下地材料としてニッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、またはそ
れら合金のいずれかが３０オングストローム以上、３００オングストローム以下の厚みで
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、蓋体１０の基材である樹脂フィルム表面８に成膜される金属膜９は接合のために、少な
くともベース基板４側となる樹脂フィルム片面に成膜されている必要があるが、両面に成
膜されていても全く構わず、この場合も本発明の技術的範囲に含まれることは言うまでも
無い。同じように、金属膜９は金属膜部１２と接合される為に、少なくとも蓋体１０の周
縁部の凹部開口部上縁封止面１１に相対するように成膜されていることが必要であり、全
面に限らず周縁部に成膜されていても構わず、この場合も本発明の技術的範囲に含まれる
ことは言うまでも無い。
【００２０】
　　　　図２は本発明の水晶振動子６を斜め上方方向からみた概略の上面斜視模式図であ
る。なお、図２は水晶振動子６内部に載置された水晶振動素子１の実装状態を示すために
模式的に描かれたものである。本発明の水晶振動子では、蓋体１０の基材の膨張係数が、
容器側の基材であるセラミックの膨張係数に近いため封止の際の歪の発生が解消され、そ
のために、蓋体１０が個片、またはシート状であることに関わらず封止を可能とすること
が出来るといった効果を奏するものである。
【００２１】
　　　　図３は、従来からの開口部を有し、底の有る空間を形成した個々の容器内の底部
の絶縁された基板上に、水晶振動素子１を搭載し、その容器開口部に金属から成るリッド
を被せて気密封止された水晶振動子１をその側面方向からみた概略の側面断面模式図であ
る。容器がセラミックから成る基板を有する部品には図５のように蓋体１０に金属リッド
を用いることが多く、この場合、セラミックと金属リッドの熱膨張係数の違いによって、
金属リッドの容器への溶接・封止時には過剰な熱ストレスが加わり、その結果、歪が残留
して十分な容器強度を保つことが出来ず、更なる低背化は困難となるおそれがあるといっ
た問題があった。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の水晶振動子をその側面方向からみた概略の側面断面模式図である。
【図２】本発明の水晶振動子を斜め上方方向からみた概略の上面斜視模式図である。なお
、図２中の点線で示された部分は、水晶振動子内部に載置された水晶振動素子の実装状態
を示すために描かれたものである。
【図３】従来からの開口部を有し底の有る空間を形成した個々の容器内の底部側の絶縁さ
れた基板上に、水晶素板を搭載し、その容器開口部に金属から成るリッドを被せて気密封
止された水晶振動子をその側面方向からみた概略の側面断面模式図である。
【符号の説明】
【００２３】
１　　水晶振動素子
２　　凹部
３　　第一の部材
４　　ベース基板
５　　第二の部材
６　　水晶振動子
７　　金属パターン
８　　樹脂フィルム表面
９　　金属膜
１０　蓋体
１１　凹部開口部上縁封止面
１２　金属膜部
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【図１】

【図２】

【図３】
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